
給実甲第１３３４号

令和７年２月１２日

人 事 院 事 務 総 長

令和７年４月１日における給実甲第２５４号（初任給基準又は俸給

表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号俸の決定等につ

いて）の適用の特例について（通知）

標記について下記のとおり定めたので、令和７年４月１日以降は、これによっ

てください。

記

令和７年４月１日における給実甲第２５４号（初任給基準又は俸給表の適用を

異にして異動した場合の職務の級及び号俸の決定等について）第７の第１号の規

定の適用については、同号中「同日に行政職俸給表㈠の適用を受けることとなっ

たものとした場合に受けることとなる号俸」とあるのは、「同日に行政職俸給表

㈠の適用を受けることとなったものとして、令和７年４月１日に一般職の職員の

給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法律第７２号）附則第４条

及び第５条の規定を適用した場合に同日に受けることとなる号俸を令和７年３月

３１日に受けていたものとした場合における同日の号俸」とする。

以 上


